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平成２７年６月１２日 

国 土 交 通 省 

 
平成２５年度 民間競争入札実施事業  

航空灯火施設維持工事等の実施状況について 

 

 

Ⅰ．事業の概要 

１．業務の内容 

    空港の円滑な運営及び航空機運航の安全性を確保するため、航空灯火施設又は航空保安無線施

設、庁舎管制塔など航空の用に供する航空保安施設等に電力を供給するための電気設備を常時良

好な状態に保つように定期点検、監視室駐在作業による運転監視及び日常点検・保守、緊急時の

対応を行う。 

 

２．業務実施期間 

    平成２５年４月１日～平成２８年３月３１日 

   

３．受注者 

   仙 台 空 港 （維持工事） ：株式会社弘電社 

   成田国際空港（保全業務） ：ＮＡＡファシリティーズ株式会社 

    中部国際空港（保全業務） ：日本空調システム株式会社 

    関西国際空港（保全業務） ：住友電設株式会社 

 

 ４．受注者決定の経緯 

    ４空港（仙台、成田国際、中部国際、関西国際空港）でそれぞれ実施した入札において、仙台

空港では２者、仙台空港以外の３空港では、それぞれ１者の入札参加者から提出された競争参加

資格確認申請書類及び技術提案書について、外部有識者を含む評価者により審査した結果、入札

参加資格及び評価基準を満たしていた。入札価格については、予定価格の範囲内であったことか

ら、総合評価を行い、上記の者が落札者となった。 

 

 

Ⅱ．確保すべき質の達成状況及び評価 

１．信頼性の確保 

 （１）維持工事 

  ① 目標：障害時の応急復旧未実施件数【０件】 

  ② 測定指標：航空灯火施設等の不具合における障害の応急復旧を全て行うこと 

  ③ 結果：下表のとおり 2 年間を通じ【０件】 

【平成２５年度】 

資料２ 
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空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

仙台空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

【平成２６年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

仙台空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

 （２）保全業務 

① 目標：障害時の緊急時の対応未実施件数【０件】 

  ② 測定指標：機器の不具合における障害の緊急時の対応を全て行うこと 

  ③ 結果：下表のとおり ２年間を通じて【０件】 

【平成２５年度】   

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

成田国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

中部国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

関西国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

【平成２６年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

成田国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

中部国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

関西国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

２．安全性の確保－１ 

 （１）維持工事 

① 目標：作業員等の人身事故の発生件数【０件】 

  ② 測定指標：維持工事の安全管理体制不備に起因する当該施設内での作業員等の人身事故がない

こと。 

  ③ 結果：下表のとおり ２年間を通じて【０件】 

【平成２５年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

仙台空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

【平成２６年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 
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仙台空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

（２）保全業務 

① 目標：作業員等の人身事故の発生件数【０件】 

  ② 測定指標：保全業務の安全管理体制不備に起因する当該設備内での作業員等の人身事故がない

こと。 

   ③ 結果：下表のとおり ２年間を通じて【０件】  

【平成２５年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

成田国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

中部国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

関西国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

【平成２６年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

成田国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

中部国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

関西国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

３．安全性の確保－２ 

維持工事 

① 目標：施設の停止における航空機の運航停止件数【０件】 

  ② 測定指標：維持工事の不備に起因する施設の運用停止により航空機の破損又は損傷並びに運航

への停止がないこと。 

③ 結果：下表のとおり ２年間を通じて【０件】 

【平成２５年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

仙台空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

【平成２６年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

仙台空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

４．品質の維持 

（１）維持工事 
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① 目標：航空保安施設の停止件数【０件】 

  ② 測定指標：維持工事の不備に起因する電気施設の障害による航空保安施設の停止がないこと。 

③ 結果：下表のとおり ２年間を通じて【０件】 

【平成２５年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

仙台空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

【平成２６年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

仙台空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

（２）保全業務 

  ① 目標：航空保安施設の停止件数【０件】 

  ② 測定指標：保全業務の不備に起因する電気設備の障害による航空保安施設の停止がないこと。 

③ 結果：下表のとおり ２年間を通じて【０件】  

【平成２５年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

成田国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

中部国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

関西国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

【平成２６年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

成田国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

中部国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

関西国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

５．維持工事又は保全業務の各作業種別において確保すべき水準及び実施状況 

（１）確保すべき水準 

 ① 維持工事 

  ａ）定期点検 

・航空灯火施設等は、特殊な施設であり、各施設の性能及び機能維持が航空機の運航及び空

港運営に影響するため、性能、構造、構成、回路等を理解して、指定された作業を行うこ

と。 

 ｂ）監視室駐在作業 
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    ・決められた要領・手順により航空灯火施設等が運用できる状態にすること。 

    ・指定された業務を実施して、航空灯火施設等の異常又は異常の予兆を把握すること。 

    ・障害発生時に状況を把握して、連絡体制表に基づき迅速かつ適切に関係各者へ連絡 

     すること。 

    ・監督職員の指示により又は緊急を要する場合は、航空灯火電気施設災害等対策要領 

     により機器の操作を行うこと。 

ｃ）応急復旧工 

・復旧に必要な人員、材料及び機材等を準備し、指定された作業内容を行うこと。 

② 保全業務 

ａ）定期点検等及び保守 

・指定された点検内容を実施し、機器の性能を常時適切な状態に保つこと。 

 ｂ）運転・監視及び日常点検・保守 

    ・指定された業務を実施して、電気設備等の異常又は異常の予兆を把握すること。 

    ・障害発生時に状況を把握して、連絡体制表に基づき迅速かつ適切に関係各者へ連絡 

     すること。 

   ｃ）緊急時の対応 

  ・復旧に必要な人員、材料及び機材等を準備し、指定された作業内容を行うこと。 

 

（２）実施状況 

① 維持工事 

  ａ）定期点検 

【平成２５年度】 

空港名 2 週点検 1 ヶ月点検 ２ヶ月点検 ３ヶ月点検 6 ヶ月点検 1 年点検 

仙台空港 14,021 件 11,157 件 396 件 444 件 9,760 件 180 件 

【平成２６年度】 

空港名 2 週点検 1 ヶ月点検 ２ヶ月点検 ３ヶ月点検 6 ヶ月点検 1 年点検 

仙台空港 13,508 件 10,881 件 396 件 435 件 9,527 件 183 件 

仕様書に定められた点検内容及び点検周期に基づき、上表に示す件数の航空灯火施設等の定期

点検を適切に実施した。 

 

ｂ）監視室駐在作業 

【平成２５年度】初動対応件数 

空港名 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計 

仙台空港 27 件 0 件 2 件 4 件 33 件 

【平成２６年度】初動対応件数 

空港名 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計 

仙台空港 11 件 0 件 0 件 ０件 1１件 

・決められた要領・手順により航空灯火施設等が運用できる状態にすること。 
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実施状況：航空灯火施設等の運用状態を監視装置により目視確認する等の仕様書に定められ    

た作業内容を適切に行った。 

・指定された業務を実施して、航空灯火施設等の異常又は異常の予兆を把握すること。 

実施状況：航空灯火施設等を運転（充電）した状態で巡回し、日常点検等仕様書に定められ 

た作業内容を適切に行い、異常又は異常の予兆の把握に努めた。 

・障害発生時に状況を把握して、連絡体制表に基づき迅速かつ適切に関係各者へ連絡すること。 

実施状況：航空灯火施設等の状態監視、日常点検等において異常を認めた場合又は異常のお

それがある場合は、連絡体制表に基づき迅速かつ適切に関係各者へ連絡を行った。 

・監督職員の指示又は緊急を要する場合は、航空灯火電気施設災害等対策要領により機器の操

作を行うこと。 

実施状況：航空灯火施設等の状態監視、日常点検等において異常を認めた場合又は異常のお

それがある場合は、監督職員の指示により要領に従い機器の操作を適切に行った。 

 

ｃ）応急復旧工 

【平成２５年度】 

空港名 
航空灯火施設の 

灯器等の交換 

配電盤等の機器の 

消耗部品等の交換 

ケーブルの絶縁

抵抗の測定 

その他職員の 

指示する事項 
合計 

仙台空港 27 件 0 件 2 件 4 件 33 件 

【平成２６年度】 

空港名 
航空灯火施設の 

灯器等の交換 

配電盤等の機器の 

消耗部品等の交換 

ケーブルの絶縁

抵抗の測定 

その他職員の 

指示する事項 
合計 

仙台空港 11 件 0 件 0 件 0 件 11 件 

仕様書に定められた作業内容を行い、航空灯火施設等の不点やケーブルの絶縁低下に伴う不良

箇所の特定などの障害について、監督職員の指示に従い、障害発生前と同じ状態に応急的に復旧

する作業を適切に実施した。 

 

② 保全業務 

ａ）定期点検等及び保守 

【平成２５年度】 

空港名 ６ヶ月点検 1 年点検 

成田国際空港 10 件 443 件 

中部国際空港 70 件 723 件 

関西国際空港 18 件 934 件 

【平成２６年度】 

空港名 ６ヶ月点検 1 年点検 

成田国際空港 10 件 444 件 

中部国際空港 70 件 723 件 

関西国際空港 18 件 934 件 
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仕様書に定められた点検内容及び点検周期に基づき、上表に示す件数の電気設備等の定期点検

を適切に実施した。 

 

ｂ）運転・監視及び日常点検・保守 

【平成２５年度】初動対応件数 

空港名 第 1 四半期 第 2 四半期 第３四半期 第 4 四半期 合計 

成田国際空港 2 件 0 件 1 件 4 件 7 件 

中部国際空港 2 件 0 件 1 件 2 件 5 件 

関西国際空港 2 件 1 件 1 件 2 件 6 件 

【平成２６年度】初動対応件数 

空港名 第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 合計 

成田国際空港 1 件 0 件 0 件 0 件 1 件 

中部国際空港 1 件 0 件 3 件 0 件 4 件 

関西国際空港 2 件 2 件 0 件 0 件 4 件 

・指定された業務を実施して、電気設備等の異常又は異常の予兆を把握すること。 

実施状況：電気設備等を運転（充電）した状態で巡回し、日常点検等仕様書に定められた作

業内容を適切に行い、異常又は異常の予兆の把握に努めた。 

・障害発生時に状況を把握して、連絡体制表に基づき迅速かつ適切に関係各者へ連絡すること。 

実施状況：電気設備等の状態監視、日常点検等において異常を認めた場合又は異常のおそれ

がある場合は、連絡体制表に基づき迅速かつ適切に関係各者へ連絡を行った。 

 

   ③緊急時の対応 

【平成２５年度】 

空港名 
配電盤等の機器の 

消耗部品等の交換 

ケーブルの絶縁

抵抗の測定 

その他職員の 

指示する事項 
合計 

成田国際空港 2 件 2 件 3 件 7 件 

中部国際空港 0 件 0 件 6 件 6 件 

関西国際空港 0 件 0 件 12 件 12 件 

【平成２６年度】 

空港名 
配電盤等の機器の 

消耗部品等の交換 

ケーブルの絶縁

抵抗の測定 

その他職員の 

指示する事項 
合計 

成田国際空港 1 件 0 件 0 件 1 件 

中部国際空港 0 件 0 件 5 件 5 件 

関西国際空港 0 件 0 件 9 件 9 件 

・復旧に必要な人員、材料及び機材等を準備し、指定された作業内容を行うこと。 

実施状況：電気設備等の機器の不具合があった消耗部品の交換やケーブルの絶縁低下に伴う

不良箇所の特定などの障害について、障害発生前と同じ状態に応急的に復旧する

作業を適切に実施した 
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６．評価 

当局が求めている確保すべき質については、「信頼性の確保」、「安全性及び品質の確保」、「維持

工事及び保全業務の各作業種別において確保すべき水準及び実施状況」について要求水準を満足

している。 

 

 

Ⅲ．実施経費の状況及び評価 

 

１．平成 2５年度契約額 

空港名 平成２5 年度契約額 １年分に按分した額 

仙台空港航空灯火施設維持工事 １２７,０５０,０００円 ４２,３５０,０００円 

成田国際空港電気設備保全業務 １４７,０００,０００円 ４９,０００,０００円 

中部国際空港電気設備保全業務 １６３,８００,０００円 ５４,６００,０００円 

関西国際空港電気設備保全業務 １６３,８００,０００円 ５４,６００,０００円 

 

２．市場化テスト導入前後の比較 

（１）平成 2４年度実施経費及び落札率 

空港名 平成２４年度契約額 
平成 2５年度契約額 

(1 年分に按分した額) 
開差額 

仙台空港航空灯火施設維持工事 ４３,２６０,０００円 ４２,３５０,０００円 －９１０,０００円 

成田国際空港電気設備保全業務 ５０,４００,０００円 ４９,０００,０００円 －１,４００,０００円 

中部国際空港電気設備保全業務 ５４,６００,０００円 ５４,６００,０００円 ０円 

関西国際空港電気設備保全業務 ５７,７５０,０００円 ５４,６００,０００円 －３,１５０,０００円 

 

【落札率】  

空港名 平成２４年度 平成２５年度 

仙台空港 ９９．７９％ ９９．２０％ 

成田国際空港 ９７．１３％ ９３．９９％ 

中部国際空港 ９９．１９％ ９７．８７％ 

関西国際空港 ９９．５０％ ９８．３４％ 

 

（２）経費節減効果 

①市場化テスト導入前後で契約額開差の分析 

平成２５年度契約額（按分額）と平成２４年度契約額との開差については、中部国際空港

においては、市場動向に伴う人件費単価の上昇があったものの契約額は同額となっており、

中部国際空港以外においては、契約額がそれぞれ減少している。 

維持工事の諸経費率は対象金額が大きいほど減少するため、複数年契約により対象金額が

増加したことにより諸経費率が減少し、その結果、諸経費が減少したことによる。また、複
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数者応札の可能性があるということを念頭に入札したことにより競争原理が働いたことが考

えられる。 

保全業務についても複数年契約で実施したことにより現場を管理する上での業務の効率化

から経費が減少したものと考えられる。 

②市場化テスト導入による経費節減効果 

契約額の変動は、対象施設の点検周期見直し、施設整備による対象施設数量の増減により

変動するものであり、一様に比較はできないが、複数年契約による諸経費の減額、単年度契

約に比べ効率的な業務が可能となったことにより契約額の節減効果があったものと考えられ

る。 

 

（３）平成 2４年度と平成 2５年度における業務仕様の違い 

維持工事においては、空港整備事業による滑走路等の改良に伴い航空灯火施設など維持対

象施設数の増減があった。 

保全業務においては、対象施設数の増減はなく仕様の違いはなかった。 

 

  （４）競争入札応札者数 

空港名 平成 2４年度 平成 2５年度 

仙台空港 １者 ２者 

成田国際空港 １者 １者 

中部国際空港 １者 １者 

関西国際空港 １者 １者 

 

３．受注者からの技術提案を反映した業務の履行状況 

  維持工事において、以下の提案がなされ、業務の効率性が図られた。 

（１）緊急時（地震・台風等自然災害含む）への配慮 

・震災の経験から水没の可能性が少ない電源局舎２階に大規模災害時の緊急時の照明等への 

電源として活用できるよう発電機を備えている。 

（２）日々の工事内容に係る配慮 

・制限区域内でも目標物が少なく発見し辛いマンホールを見つけ易くするため、最寄りの場 

周道路へ「距離・方向・番号」をペイントするなどして時間的ロスを減らす工夫をしてい

る。 

・復旧が優先の作業にあたっては、やむを得ず雨天時実施しなければならない場合に雨の影 

響を受けにくいテントを使用している。 

 

保全業務において、以下の提案がなされ、業務の効率性、業務の質等の向上が図られた。 

（１）業務の質の維持・向上に対する提案 

   ① 受注者が作成した作業標準書を現場に持参し、チェック・修正改定を実施し、定期点検

等の作業においても作業標準書が必要かどうか洗い出し、作業標準書が必要な作業は作成
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を行っている。また、半年ごとにこの作業標準書が有効に活用でき、効果があったか確認

している。 

（２）業務の迅速性の向上又は機器の信頼性の向上に対する提案 

①  高圧受配電設備においては、活線状態による絶縁抵抗不良の良否判定を行える試験器を

利用することにより、絶縁抵抗値が良好に保たれている。 

②  高圧機器の端子接続部、低圧変圧器等を放射温度計にて温度測定、そのデータをグラフ 

化して温度上昇の兆候を確認している。 

（３）訓練の体制に対する提案 

①  安全行動向上を目的に業務責任者は作業員全員に対して年一回安全教育（法令・事故事 

例等）を行い、座学・実技の基本動作指導を含め実施している。 

 

 ４．評価 

   市場化テストの導入に伴う経費節減効果については、市場単価、空港整備事業による対象施設

等の増減があるため一様に判断できないが、複数年契約としたことにより対象工事費が増加した

結果、乗ずる諸経費率が減少したため、従前の単年度契約に比べ諸経費額の減少分が節減となっ

ている。また、複数年契約で実施したことと複数者応札の可能性があるということを念頭に入札

したことにより競争原理が働いたことが考えられ、落札率についてもこれに比例し若干低下して

いるものと考える。 

競争参加者資格については、類似工事の適用範囲拡大、地域の拡大や配置予定技術者の途中交

代（協議により可）、グループ参加を認めるなどの緩和を行なってきたところ、仙台空港において、

新たな応札者の参入があったものの、今以上の業務実績の条件緩和は、維持工事及び保全業務の

遂行について業務自体の品質低下が懸念され、また、航空保安上の不安全要素となることも懸念

されるため行わず、引き続き準備期間の十分な確保及び公告期間の延長など別の手段により対応

していくこととする。 

新規応札者の参入促進については、事業実施について地方局ホームページ並びに業界紙への掲

載を行った結果、平成 27 年度実施分の事業についても若干ではあるが複数者の応札があり、効

果が認められたので、引き続き広報誌への掲載、周知・啓発活動を推し進めていく。 

技術提案については、各作業における作業効率の改善に関する提案、安全対策がなされ、作業

時に効果を確認できた。 

 

 

Ⅳ．監督実施状況及びモニタリング状況 

実施状況については、作業日報、点検結果報告等により、作業の都度確認を実施している。 

また、監督職員と受注者は定期的に打ち合わせを行い、点検作業における問題点の洗い出しと改

善に取り組んでいる。これらの打ち合わせを重ねることで、監督職員は受注者からの技術提案も含

め実施状況や安全対策等の活動状況を確認している。 
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Ⅴ．総括 

１．実施状況 

業務の実施状況（達成すべきサービスの質）に関しては、平成 23 年度からの実施に関して業務

改善指示、法令違反行為等なく信頼性の確保、安全性の確保、品質の維持という観点で要求水準を

満たしている。 

経費の節減効果に関しては、複数年契約における積算手法による経費の節減効果と、複数年契約

とすることで初期投資リスクが減少するとの見込みや競争参加資格要件を緩和することで応札者増

加による競争促進を期待した結果、一部の空港においては、新たな応札者があり、競争原理が働い

たことにより落札率が低下したものと考えられる。また、１者応札の空港においても、落札率低下

の傾向が見受けられるが、複数年契約で実施したことと複数者応札の可能性があるということを念

頭に入札したことにより落札率の低下に繋がったものと考えられ、これまでの市場化テストの取組

が反映されたものと考える。 

 

２．市場化テストにおける競争性改善に向けた取組 

平成 23 年度から順次導入してきた市場化テスト実施過程において、１者応札対策に関しては、

条件緩和、公告期間の延長、広報誌への掲載、周知・啓発活動、現場見学会による業務内容の理解

度を高める取り組み、0 国債を活用した準備期間の十分な確保等様々な入札改善策を講じたところ、

平成 27 年度事業の応札状況は、2２空港のうち 5 空港が 2 者応札となっており、当初の平成 24

年度と比較した場合、3 空港が改善された結果となっている。 

一方、航空局で把握出来ている入札参加資格を有する事業者に対してアンケート聴取を行ったと

ころ、応募しなかった主な要因としては、夜間作業が主体であること、かつ制限時間内に作業を確

実に終了させる必要があり、これらに対応しうる保守技術を確保した要員の確保が困難であること、

航空灯火は特殊な分野で他の分野への展開が見込めず受注者として営業的メリットが少ないとの回

答であった。 

 

３．今後の方針 

本事業については、１者応札対策に関して上記のとおり様々な入札改善策に取り組んできたが、

更なる条件緩和は品質を低下する恐れがあり安全上の観点から困難であること。また、アンケート

の意見は空港の運用の特性に関することが主な要因であり、これを反映することは困難であること

から市場化テストの実施だけでは、即効的に改善することは困難であると考える。 

したがって、効果があった現行の入札改善策を引き続き実施することとするが、市場化テストに

ついては、全空港を終了プロセスへと移行することとしたい。 

なお、官民競争入札等監理委員会の関与を外れることになっても、これまでの監理委員会におい

て審議されてきた公共サービスの質、実施期間、入札参加資格、入札手続き及び情報開示に関する

事項等を踏まえた上で、実施状況については航空局自らが既に東京航空局、大阪航空局に設置して

いる第三者委員会による審議を受ける仕組みを継続し、さらには航空局の専門的知見を活用して公

共サービスの質の維持向上に資すること並びにコストの削減を図っていくこととしたい。 
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Ⅵ．第三者委員会への報告内容及び第三者委員会での意見 

 

１．東京航空局 

（１）報告内容 

公共サービス（航空灯火、電気施設の維持管理業務）の実施状況 

 

（２）意見等 

１者応札の対策として、入札の改善に取り組んできたことは、一定の成果であり、市場化

テストの終了プロセスに移行を検討しても引き続き同様の改善策は行って頂きたい。 

 

２．大阪航空局 

（１）報告内容 

   公共サービス（航空灯火、電気施設の維持管理業務）の実施状況 

 

（２）意見等 

確保すべき要求水準が満足されており、円滑な運営及び運航の安全性の確保が図られてい

る。１者応札の改善については、本業務における市場動向を把握し、引き続き応札者の新規

参入促進に努められたい。 




